
 

 

工業用水道施設の技術的基準を定める省令の一部を改正する省令について（概要） 

 

１．工業用水道施設の技術的基準を定める省令について 

工業用水道事業法第１１条では、工業用水道は、原水の質及び量などの条件に応

じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は

一部を有すべきものとしており、これらの施設が備えるべき要件が規定されている。  

この要件については、同条第４項に基づく工業用水道施設の技術的基準を定める省

令（以下「技術基準省令」という。）において施設ごとに詳細な技術基準が定められ

ている。 

 

２．技術基準省令の改正の必要性について 

技術基準省令は、昭和３３年に制定され、その後２回の改正が行われている。しか

し阪神・淡路大震災以降のいわゆるレベル２地震動に対する耐震性能に係る基準につ

いては、当該省令では現状規定されていない。また、制定されている基準の内容も、

一部を除き、５０年以上前の技術的知見に基づく古いものとなっている。 

そこで、平成２６年５月１３日に実施した「産業構造審議会地域経済産業分科会第

５回工業用水道政策小委員会」で以下の二点の方向性が建議された。今般、この建議

に基づき、技術基準省令を改正する。 

 

（１）耐震基準の新規設定について 

工業用水道についても、近い将来の発生が予想されている南海トラフ地震や関東

直下型地震に備え、耐震対策事業を実施していくことが重要であり、そのための耐

震基準を規定する必要がある。 

 

（２）仕様基準の性能規定化について 

数値で細かく規定された技術基準が、かえって自由な施設設計や新技術導入の妨

げとなる場合もある。このため、数値基準を性能規定化することにより、新技術の

導入や創意工夫の反映をしやすくする。この変更により、設置後４０～５０年が経

過する施設の老朽化対策を今後本格的に実施していく際の費用削減にもつながる。 
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３．具体的な改正内容 

（１）耐震基準の新規設定について 

工業用水施設が、地震動の規模ごとに、その施設の重要度に応じた備えるべき耐

震性能を新たに規定する。 

 

（２）仕様基準の性能規定化について 

主な改正内容は下記のとおり。 

○ポンプ設備の設置の場所ごとに１台以上の予備ポンプが設けられていること。 

 →ポンプ設備を設ける場合にあっては、必要に応じて予備ポンプが設けられてい

ること。 

○沈砂池の数は、二以上であること。沈砂池の容量は、一日最大取水量の十分間分

以上、かつ、その平均流速が七センチメートル毎秒以下であること。 

 →沈砂池を設ける場合にあっては、原水中の砂を除去するために必要な能力を有

するものとすること。このほか、普通ちんでん池及び薬品ちんでん池の数及び

容量、凝集池及び配水池の容量についてもそれぞれ性能規定化。 

○井戸または集水埋きよによって取水する場合は、最渇水時の連続揚水試験におけ

る最大の揚水量の七十パーセント以下を基準とする。 

 →連続揚水試験の結果に基づき算定された揚水量を基準とする。 

○導水きよの平均流速は、内面がモルタルまたはコンクリートの場合、三メートル

毎秒、鋼または鋳鉄の場合は六メートル毎秒以下であること。 

 →導水きよの平均流速は、内面が摩耗されない流速以下であること。 

 

（３）施行期日について 

第１条に新規設定する耐震基準については、新たな規制となることから、その周

知期間を設け、平成２８年４月１日に施行する。第２条以降については、仕様規定

の性能規定化であり、基準を緩和するものであることから、公布の日から施行する。 

 

（４）経過措置について 

現に設置され、又は設置の工事が行われている工業用水道施設であって、第１条

の耐震基準に適合しないものについては、その施設の次の更新の時までは、同条の

規定を適用しない。 

 

４．公布日 平成２７年 1月２０日 
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